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議案第２９号  

 

令和８年度双葉町国民健康保険特別会計予算 

 

 令和８年度双葉町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３０２，４７３千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

 歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただ

し書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等、共済費並びに保険給付費に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項の間の流用 

 

令和８年３月１０日提出 

 

                    双葉町長 伊澤 史朗  

 

 

 

 

 

 

 

 



　　　　　　　　「第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算」

     (歳   入) (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 ８，２５１

 1 国民健康保険税 ８，２５１

 2 使用料及び手数料 １

 1 手数料 １

 3 国庫支出金 ８４，４８２

 1 国庫補助金 ８４，４８２

 4 県支出金 １，０８４，５０７

 1 県補助金 １，０８４，５０６

 2 財政安定化基金支出金 １

 5 財産収入 １，７０９

 1 財産運用収入 １，７０９

 6 繰入金 １２３，５１０

 1 他会計繰入金 １２３，５０９

 2 基金繰入金 １

 7 繰越金 １

 1 繰越金 １

 8 諸収入 １２

 1 延滞金、加算金及び過料 ３

 2 預金利子 １

 3 受託事業収入 １

 4 雑入 ７

１，３０２，４７３

金 額

歳 入 合 計
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     (歳   出) (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ２８，５１９

 1 総務管理費 ２８，１４５

 2 徴収費 ２１８

 3 運営協議会費 １５６

 2 保険給付費 １，０２２，８７３

 1 療養諸費 １，０１３，８６７

 2 高額療養費 ３，００１

 3 移送費 １

 4 出産育児諸費 ５，００３

 5 葬祭諸費 １，０００

 6 傷病手当金 １

 3 国民健康保険事業費納付金 ２１６，７６０

 1 医療給付費分 １４３，８８１

 2 後期高齢者支援金等分 ５３，０３９

 3 介護納付金分 １５，０６３

 4 こども・子育て支援納付金分 ４，７７７

 4 財政安定化基金拠出金 １

 1 財政安定化基金拠出金 １

 5 保健事業費 １５，８５２

 1 保健事業費 １５２

 2 特定健康診査等事業費 １５，７００

 6 基金積立金 １，７０９

 1 基金積立金 １，７０９

 7 諸支出金 １，０１３

 1 償還金及び還付加算金 １，０１３

 8 予備費 １５，７４６

 1 予備費 １５，７４６

１，３０２，４７３

金 額

歳 出 合 計
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